
二
八
九
一

附
属
書
Ⅲ
の
日
本
国
の
表

頭
注

１

第
十
一
章
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
）
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
に
つ
い
て
は
、
こ
の
頭
注
及
び
次
の
表
に
定
め
る
制
限
又
は
条
件

に
従
っ
て
行
う
。

２

第
Ａ
節
の
留
保
事
項
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
事
項
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
留
保
事
項
は
、
当

該
留
保
事
項
が
付
さ
れ
る
第
十
一
章
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
）
の
関
連
規
定
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
も
の
と
し
、
「
措
置
」
が
他

の
全
て
の
事
項
に
優
先
す
る
。

３

第
Ｂ
節
の
留
保
事
項
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
事
項
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
「
概
要
」
が
他
の

全
て
の
事
項
に
優
先
す
る
。

４

金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
は
、
第
十
一
・
五
条
（
金
融
機
関
の
市
場
ア
ク
セ
ス
）
に
つ
い
て
の
日
本
国
の
約
束
に

お
い
て
、
法
的
な
形
態
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
に
従
う
。

５

日
本
国
は
、
第
十
一
・
十
一
条
（
例
外
）
の
文
脈
に
お
け
る
信
用
秩
序
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ

(a)
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ス
の
市
場
へ
の
進
出
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
（
こ
の
よ
う
な
信
用
秩
序
の
維
持
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
規
制

の
枠
組
み
に
合
致
す
る
も
の
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、
証
券
会
社
は
、
日

本
国
の
関
係
法
令
に
定
義
す
る
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
及
び
銀
行
は
、
当
該
関
係
法
令
に
従
っ
て
認

め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

日
本
国
に
関
し
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
積
極
的
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
な
く
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
他
の
締
約
国

(b)
内
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
・
一
条
（
定
義
）
の
「
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
」
の
定
義
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
認
め
る
。

(b)

６

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
七
年
十
一
月
六
日
に
改
定
し
た
日
本

標
準
産
業
分
類
の
番
号
を
い
う
。

第
Ａ
節

一

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
二
二

銀
行
（
中
央
銀
行
を
除
く
。
）
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Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
一

中
小
企
業
等
金
融
業

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
十
一
・
三
条
）

務政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条

概
要

預
金
保
険
制
度
は
、
外
国
銀
行
の
支
店
が
受
け
入
れ
る
預
金
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。

二

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
七
二

損
害
保
険
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
七
四
二

損
害
保
険
代
理
業

関
連
す
る
義

国
境
を
越
え
る
貿
易
（
第
十
一
・
六
条
）

務政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七
十

七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
二

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
六

概
要

次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
業
務
上

の
拠
点
が
必
要
で
あ
る
。
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日
本
国
内
で
運
送
さ
れ
る
物
品

(a)

国
際
海
上
運
送
に
使
用
さ
れ
な
い
日
本
国
籍
の
船
舶

(b)

第
Ｂ
節

一

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
十
一
・
三
条
）

務

国
境
を
越
え
る
貿
易
（
第
十
一
・
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

概
要

日
本
国
は
、
他
の
締
約
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
当
該
他
の
締
約
国
の
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が

提
供
す
る
次
の
サ
ー
ビ
ス
（
本
人
と
し
て
、
仲
介
に
よ
り
又
は
仲
介
者
と
し
て
提
供
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な

い
。
）
を
除
き
、
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
第
十
一
・
一
条
（
定
義
）
の
「
国
境
を
越
え
る
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
の
定
義
の

に
規
定
す
る
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
又
は
国
境
を
越
え
る
金
融

(b)

サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

次
の
事
項
に
関
連
す
る
危
険
に
対
す
る
保
険

(a)

海
上
運
送
、
商
業
航
空
並
び
に
宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
及
び
運
送
貨
物
（
衛
星
を
含
む
。
）
。
当
該
保
険

(i)
は
、
運
送
さ
れ
る
物
品
及
び
物
品
を
運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず
れ
か
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又
は
全
て
を
対
象
と
す
る
。

国
際
間
の
運
送
中
の
物
品

(ii)
再
保
険
、
再
再
保
険
及
び
第
十
一
・
一
条
（
定
義
）
の
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
」
の
定
義
の

に
規
定
す
る
保
険

(b)

(d)

の
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス

注
釈

保
険
仲
介
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
提
供
が
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
み
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
行
の
措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七
十

七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
二

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
六

（
こ
の
附
属
書
中
他
の
締
約
国
の
表
は
省
略
）


